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【支給対象となる場合の一例】

別の世帯

均等割のみ課税 非課税

◎世帯の全員が扶養されていても・・・
子が住民税課税ではなく、住民税非課税の場合は、
支給対象となる（扶養して非課税になる場合を含む）

課税
（均等割のみ課税含む）

（１）父母ともに、子に扶養されていない
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配偶者 別の世帯

均等割のみ課税 非課税

（２）母（または、父）のみ、子に扶養されている
※世帯の全員が扶養されているわけではない

課税
（均等割のみ課税含む）

【支給対象外となる場合の一例】

子父

世帯主
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配偶者 別の世帯

均等割のみ課税 非課税

（３）父母ともに、子に扶養されている
※世帯の全員が扶養されている

扶養している

扶養している


